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午前１１時３０分 開会

○松田委員長 ただいまから民生教育委員会を開会いたします。

本日は、執行部から８件の報告がございます。

初めに、義務教育学校の進捗状況について、当局の説明を求めます。

永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 美保中学校区義務教育学校整備事業の進捗状況について、現在の

状況及び今後のスケジュールについて御報告申し上げます。

資料、次のページ、２ページ目には、令和１３年４月開校目標に向けたスケジュールを

表にしておりますので、こちらも併せて御覧いただければと思います。

まず、ハード整備の状況についてですが、現在、敷地の造成工事と建築実施設計を並行

して実施しております。表でいいますと、③の造成工事についてですが、こちら、昨年９

月定例会にて工事請負契約に関する議案を議決いただきまして、その後、地域住民の皆様

等への説明を経て、１１月から本格的な現場作業に着手しております。準備工が終わり、

現在は掘削工及び盛土工を実施しております。工事は順調に進んでいるところでございま

す。施工していく中で、表土の土質不良に伴う追加盛土や想定を上回る地下水位に対する

施工時の強制排水対策などを実施することが必要となっておりまして、今後、契約の変更

を予定しております。これについては次の定例会に契約変更に係る議案を提出させていた

だく予定としております。なお、それによる工期の影響はございません。

次に、（２）建築実施設計についてですが、スケジュール表でいいますところの④になり

ます。昨年９月に業務委託契約を締結した後、受託事業者及び本市の建設部門と連携しま
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して、工事実施に必要となる詳細な設計図書の作成を行っているとこでございます。工期

末である令和９年３月に向けて、業務を順調に進めているところでございます。

次に２番、ソフト面についてでございます。まず、校名選定についてですが、スケジュ

ール表では中段の⑧のところになります。令和７年度は開校準備委員会にて校名候補案の

公募に向けた協議・検討を行い、募集要項、選定要領を決定いたしました。公募は美保中

学校区在住の方など美保中学校区にゆかりのある方を対象に、令和８年４月から６月にか

けて実施を予定しております。美保中学校区の学校だとイメージできる校名であること、

将来にわたって愛着が持てる校名であることを選定基準としまして、令和８年１０月頃を

めどに開校準備委員会において校名候補を選定する予定としております。また公募が近く

なりましたら、広報など、順次お知らせさせていただく予定としております。

次に、教育環境に係る検討でございますが、表の⑬のところになります。令和７年度は

開校準備委員会の専門部会におきまして、通学路及び通学バスについて協議を行っており

ます。想定される通学路について現地調査を実施し、課題の整理と対策の検討を進めてお

りまして、次年度も継続して専門部会を開催し、関係機関と調整を図りながら、通学につ

いて検討を進めてまいります。

その他、来年度、閉校事業、開校事業などソフト面の各項目につきましては、来年度以

降、各スケジュールに沿って、開校準備委員会専門部会において、調査検討を進めてまい

ります。

以上、現在の進捗状況、今後のスケジュールでございます。

今後も美保地区の子どもたちにとってよい学校をつくるため、事業を着実にかつ円滑、

できるだけ迅速に進めてまいりたいと考えております。今後の事業の進捗状況につきまし

ては、適宜、報告させていただきたいと思っております。

報告は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 １の（１）なんですけども、表土の土質不良に伴う追加盛土及び想定を上

回る地下水の上昇に対する施工時の強制排水対策っていうところについて伺いますけど、

敷地全体をイメージすれば、私自身は、それでいいのかということをまず確認させていた

だきたい。敷地全体のというイメージなんでしょうか。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 表土につきましては、敷地全体ではなく、もともと耕作が放棄さ

れていた場所については、そういう根が土の中に混ざっているので、それを取り除かない

と、後々工事した際に地盤がしっかりしたものにならないというところで、全てではなく、

その一部の部分になります。

○矢田貝委員 分かりました。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 右の次の表のところで、ハード面の③の造成設計・造成工事のところと、

⑥番のグラウンド整備っていうところを見させてもらいまして、グラウンド整備のところ

で、これ、「こうそん」って読むんですよね、調査っていうことが入ってて、これが今まさ
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に同じタイミングで進んでいっているのではないかなというふうに想定するんですけれど

も、もっと開校が近づいたときにグラウンド整備っていうところがなりますが、グラウン

ドの排水っていうところに対しての視点っていうのは、今回の調査・工事とは全く関係あ

りませんでしょうか。

○松田委員長 井原こども政策課長補佐。

○井原課長補佐兼義務教育学校準備担当課長補佐 グラウンド整備に関しましてですが、

工損調査、今、図を見ていただきますと、グラウンド整備のところに工損調査と記載があ

るように見えるんですが、そこは１個下の作兵衛川の改修のところになります。作兵衛川

の改修に当たって、まず工損調査を行うというところでございまして、グラウンド整備に

ついては、全て造成工事が終わった後に行いますので、工損調査は実施いたしません。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ごめんなさい、よく分かりました。ありがとうございます。グラウンドに

ついてはしっかりと排水対策がしていただけるものと思っておりますので、くれぐれもよ

ろしくお願いいたします。以上です。

○松田委員長 ほかに質疑、意見等は。

門脇委員。

○門脇委員 私からは、２番の（１）の校名選定についてちょっとお尋ねしたいと思いま

すが、まず、公募対象のところですが、大きくいえば、美保中校区に何らかの関わりがあ

る方と、こういうふうに理解すればいいと思うんですけど、これは年齢とかは制限がある

んですか、それとも年齢関係なしに、どなたでも応募できるっていうことですか。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 こちらの年齢要件は設けておりませんので、年齢にかかわらず御

応募いただけます。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 分かりました。ありがとうございました。

あと、公募のスケジュールですけども、令和８年４月から６月に公募を行うと。同年１

０月頃に開校準備委員会において校名候補を選定する予定と。ここまではちょっと理解で

きたんですけど、次の、スケジュール表を見ますと、校名決定までに３年間取ってありま

すけど、これはどういう意図があって３年間、間をこれ、空けるようになってるんでしょ

うか。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 こちらの表でいいます、令和１１年の末頃に校名決定というとこ

ろでスケジュールしてるんですが、こちらの校名決定に当たりましては、市議会のほうで

条例改正案を議決いただくっていうところで校名決定というとこになります。校名決定す

るに当たっては、学校名のほか、場所とか、あと、開校時期っていうのを確定した段階で

条例改正をさせていただく必要がございまして、建築工事など進んでいきまして、最終的

に開校時期が決まるところがこの条例、意思決定の時期というふうにしております。現時

点においてはここを今見込んでおるんですけど、今後、工事の進捗状況など踏まえて、こ

こは適宜、適切な時期に条例改正を伺いたいというふうに考えております。そういったと

こで少し時間が空いているっていうとこになります。
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○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 分かりました。普通、一般的に考えれば、そうだとすると、もうちょっと何

といいますか、後のほうにずらして校名選定もできるのかなと思いまして、３年間も空い

ているので、何か空き過ぎだなというような感想を持ったもんですから、ちょっと聞いて

みました。

○松田委員長 答弁ありますか。

永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 校名選定を少し早くしているというのが、その後に制服ですとか

校章、校歌などの準備がございまして、その段階で、案の段階ではございますが、必要な

準備は進めていく必要があるというところで、選定は今の時期に、来年度行わせていただ

くという意図がございます。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 了解しました。まずは校名の選定から行っていくっていうことで理解いたし

ました。以上です。

○松田委員長 よろしいですか。

ほかに意見等はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、米子市小中学校施設及び体育施設における空調設備の整備等に係る対応方針につ

いて、当局の説明を求めます。

矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 そういたしますと、米子市小中学校施設

及び体育施設におきます空調設備の整備等に係ります対応方針につきまして御報告申し上

げます。

本市におきましては、小・中学校の特別教室、それから体育館等、また、地区体育館に

おきましても、猛暑が常態化する現状におきまして、空調設備が未整備でありまして、対

応が急務な状況になっておりまして、これまで懸案事項として上がってきていたところで

ございます。加えまして、将来に向けまして人口が減っていきますことですとか、施設の

老朽化が進んでいくこと、こういったことに鑑みまして、学校体育館と地区体育館を含め

た、本市全体の体育施設の在り方についても総合的に検討する必要がある、そういった現

状でございます。

以上のことを踏まえまして、学校施設の空調設備の整備、こちらを起点といたしました

今後の対応方針につきまして報告させていただこうとするものでございます。

まず、学校施設につきましてでございますが、大きい項目１番のところでございます。

（１）番で現状というところで、整備状況の現状ですが、こちらの記載のとおりでござい

ます。特別教室、体育館、武道場、一部の特別教室を除きまして空調未整備の状況となっ

ております。

こういった現状を踏まえまして、（２）番のところですが、対応方針といたしまして、ま

ず、特別教室でございますが、教育環境の改善、それから避難所機能の向上を図るため、

優先的に空調設備を整備したいと考えております。



－6－

体育館につきましては、教育環境の改善と避難所機能の向上に加えまして、日常的なス

ポーツ活動の地域利用環境を整えるため、おおむね築３０年以下は改修により整備、おお

むね築３０年を超えるものにつきましては、改築時に空調設備を整備したいと考えており

まして、これは、空調設備自体が２０年程度の使用が限度だろうということと、それから、

体育館自体が築５０年程度で改築をしていくことになるだろうと、そういった想定を踏ま

えたものでございます。また、学校体育館に空調設備を整備するまでの間、当面の対応と

して、全ての体育館にスポットクーラーを導入したいと考えております。

ウの武道場につきましては、体育館と比べて利用頻度は高くないことから、当面は体育

館への空調整備によって余剰となるスポットクーラーを活用しながら、将来に向けて空調

整備の必要性を検討していきたいと考えております。

続きまして、２ページを御覧ください。（３）番の空調整備の順番でございますが、整備

に要する期間ですとか施設の老朽化の状況等を総合的に勘案するとともに、市内全域のバ

ランスも考慮しながら空調設備を整備していきたいと考えております。

特別教室につきましては、固定式空調の整備を考えておりまして、令和８年から１０年

度の３か年間で整備に向かいたいと思っているところです。

それから、体育館につきましては、まず、スポットクーラーを最初の令和８年から１０

年度の間で整備をいたしまして、その後、固定式空調整備、令和９年から２４年度にわた

って整備していきたい、このように考えております。改修につきましては、国の補助制度

等の兼ね合いから、令和１１年から１５年度、年間３校から４校程度、こちらを集中的に

やっていきたい。それから、かなりの事業費がかかります改築につきましては、令和９年

度から２４年度まで、年１校程度、こちらのほうで改築に伴って空調の整備をやっていき

たいと思っているところでございます。

ちょっと資料が前後しますが、３ページを御覧ください。３ページの（５）番に整備ス

ケジュール、現時点での想定でございますが、図示させていただいております。こちらの

スケジュールについては、財源ですとか施設の状況等により、今後変更となる可能性があ

るものでございますが、イメージをつかんでいただきたいというところで記載させていた

だいております。

特別教室、令和８年から１０年。それから、学校体育館へのスポットクーラー、こちら

も３か年間、あと、改修による空調整備、こちらが１４校でございますが、令和１１年か

ら１５年。あと、改築による空調整備、これが１６校、年１校程度ということで令和９年

から２４年度までの長期にわたって整備していきたいと考えているものでございます。

申し訳ありません、また２ページのほうに戻っていただきたいと思いますが、（４）番で、

空調の仕様について記載させていただいております。空調設備の動力源、主には電気式、

それからガス式、こちらございますが、動力源につきまして、避難所として利用する際の

優位性ですとか、経済合理性などを総合的に勘案いたしまして、以下の仕様としておりま

す。

まず、特別教室につきましては、電気式空調を整備していきたいと考えております。そ

れから、学校体育館につきましては、このページの一番下のところの防災機能強化施設の

説明からさせていただきたいと思いますが、こちらの防災機能強化施設でございますが、

避難所としての機能を踏まえ、各中学校区内に少なくとも１か所の設置を検討したいと。
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あわせまして、この施設には必要に応じて非常用電源等の整備を検討していきたいと考え

ております。

防災機能強化施設の選定に当たりましては、老朽化度合い、断熱性能など、施設の状況

に加えまして、避難経路、駐車スペースなどの立地条件、それから近隣施設との複合的な

利活用の可否などから、総合的に検討したいと思っております。こちら、避難所としての

利用する際の優位性、これは災害が起きたときに、一般的にライフラインとしてガスのほ

うが強いというようなことを想定したものでございます。それから、経済合理性というも

のにつきましては、これは、経費的に都市ガスが一番安く、その次に電気、その後にＬＰ

ガスというような試算をしております。こういった２つのものと、それから防災機能強化

施設に当たるかどうか、それから都市ガス供給の有無の２軸で一覧表のほうを表示してお

ります。都市ガスが供給されるエリアにつきましては、ガス空調の自立式を備え付けたい

と考えております。この自立式というのは、ガス空調も起動するまでは電気が要りますが、

地震等で停電になったときでも、バッテリーが内蔵されてますので、ガスが来ていれば電

気が来ていなくても空調が起動できるというようなものでございます。それから、都市ガ

スが来ていないところにつきましては、経済合理性の観点から、電気のほうが経費的に効

果がございますので、電気式空調を備え付けようと考えております。加えまして、防災機

能強化施設に該当する施設につきましては、自家発電を併せて整備して、防災機能の強化

に努めたいと考えております。

続きまして、３ページを御覧ください。これまでのところで、学校施設のほうにつきま

しては一通り御説明をさせていただきましたが、もう一つ、地域体育施設の関係で御説明

いたします。（１）番に地区体育館の現状のほうを記載しております。１１館全てにおきま

して空調が未整備であるとともに、多くの地区体育館が建築後３０年以上経過している、

このような状況にございます。

このようなことを踏まえまして、（２）の対応方針ですが、大きく分けて２つの方針を出

させていただいております。まずは、地区体育館につきましては、学校施設への空調整備

に多額の経費を要することですとか、地区体育館の施設の老朽化の進行等の状況を踏まえ

まして、築４５年経過をめどに順次廃止・解体していきたいと考えております。また、今

後、空調設備の整備などによりまして、学校体育館の機能向上が図られますから、学校開

放事業のより一層の活用を促進し、地区体育館がこれまで担ってきました地域住民の方々

の日常的なスポーツ活動等の場としての役割を学校体育館へ移していきたいと考えており

ます。

それから、もう１点、地域拠点体育館の整備というところでございますが、こちらのほ

うは新しい考え方でございます。今後完成いたします米子アリーナの機能を補完し、市内

における大会開催の需要に対応できる施設といたしまして、新たに地域拠点体育館という

ものを整備していきたいと考えております。こちらの施設の整備に当たりましては、防災

機能を持ちます拠点施設としても活用できるよう空調設備を設置することといたしまして、

地域バランスを考慮した上で、今後のまちづくりの中で、学校体育館の整備等と併せて検

討していきたい、このように考えております。

説明のほうは以上でございます。

○松田委員長 当局の説明終わりました。
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委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

主に地区体育館のことで伺います。地区体育館の廃止につきましては、こう

いった大きな決断をされたことを高く評価するところでございます。

この廃止に当たって、地域の住民の方との下話というか合意というのは、今の時点では

取れていますでしょうか。

○松田委員長 成田経済部次長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 現時点におきましては、そのことについて、それ

ぞれ地元の方との話っていうのは今のところはしておりません。

○松田委員長

こういった廃止する理由というのを丁寧に説明して、丁寧な合意形成をして

いただきたいというふうに要望しておきたいと思います。

あと、学校開放事業ということの、これから活用促進ということですが、現在のところ

は、これに関して管理運営要領というものしかないというふうに認識しておりますが、こ

れを条例にしたり、また、夜間や土日休日に限った民間運営などの検討は今の時点ではあ

りますでしょうか。

○松田委員長 矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 今、御指摘いただいた件については、ま

だ検討しておりません。以上でございます。

○松田委員長

どんどん進めていくに当たって、もう少しかちっとした決まりなど必要かと

思うので、御検討お願いしたいと思います。

こういった部署を横断して、スマートシュリンクといいますか、賢く縮む、小さくして

質を高めるという取組は本当にこれから重要なことだと思っております。部署だけでなく、

民間との共同利用など、もっと分野を超えたスマートシュリンクをこれからも取り組んで

いただくよう要望しておきます。以上です。

○松田委員長 ほかに意見、質疑等は。

渡辺委員。

○渡辺委員 今日は、小・中学校施設、体育施設における対応方針ということで説明を受

けたというふうに理解してるんですけど、この対応でした場合、予算的にはどれぐらい必

要で、そして内訳的には、国の補助も含めて、あるのかないのか、ちょっとそれを伺って

おきたいと思います。

○松田委員長 矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 事業費のお問合せでございますが、あく

までも現時点の試算、それもかなりの大ざっぱな試算ということで、確度は決して高くは

ないという前提でお話をさせていただきます。

総事業費につきましては、およそ１３０億ぐらいになるのではないかと思っております。

この背景といたしましては、体育館につきましては、改修が１校大体１億１,０００万程度、

それから改築になりますと６億５,０００万程度、これに、小・中学校が３０校ございます

ので、かなりの経費がかかると見込んでおります。
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特別教室も踏まえまして、基本的に大きく２つ、財源を今見込んでおります。１つは、

今は学校施設環境改善交付金のほうに入っておりますが、昨年度ございました臨時特例交

付金、こちらは体育館の改修のほうで、これが時限、期限がある交付金ですので、これが

たしか令和１５年度までだと思いますんで、そちらまで改修の体育館で有効的に活用して

いきたい。それから、一貫しての考え方として、避難所機能の向上を図るというとこがご

ざいますので、そのほかにつきましては、緊急防災減災事業債、こちら、有利な起債がご

ざいますので、そういったものを考えております。

そういった有利な交付金、それから起債を使いまして、手出しといいますか米子市が持

ち出す経費といたしましては、４０億弱ぐらいになるかなと、本当に大ざっぱな試算です

が、そのように考えております。ただ、将来にわたってもっと有利な財源とかが出てくる

かと思いますので、引き続き、財源にはスポットライト当てて、しっかり研究してやって

いきたいと考えております。以上でございます。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 今の時点ですから、きちっとしたのは出ないっていうのは当たり前だと思う

んですけど、またいろんなことが高騰してるんで、先ほどの義務教育学校の進捗状況も伺

ったんですけど、これもなかなか工事がきちっと進むのかっていうのは、甚だちょっと難

しい面も今後見えてくるのかなと思いますんで、そこら辺も含めて、これは取り組んでも

らえばいいとは思うんですけども、もう一つのやり方として、境港市は全ての小・中学校

を３つの義務教育学校にまとめましょうか、２校にまとめましょうかっていうような、ア

ンケートっていうかな、もう取り始めてますよね。これは分からんでもない。既存の学校

を残しながらこういった経費をじゃんじゃんじゃんじゃんかけるのも、地域には学校が必

要だという方から見ればそうだとは思うんですけども、長期的な少子化を考えると、この

ままの数を維持するのかっていう議論をきちっとしてから、こういった投資的なのは私は

行っていくべきだと思うんですけど、そこら辺は何か考えがあるんでしょうか。

○松田委員長 矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 協議に、内部の検討に当たりましては、

その辺りも全く頭に思い浮かべなかったわけではないですけれども、具体的にこのエリア

とこのエリアで統廃合を進めようとか、そういった議論には至ってはおりません。以上で

ございます。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 私はやっぱり１４０億、手出しは４０億ですからっていう話でなくて、校舎

も古いとこと新しいところが、もう米子市は顕著に離れてる、学校がね、施設が。そうい

う中でトータル的に考えると、単純にこれをやるんでなくて、どうやったら、学校統合も

含めてですよ、これ、非常に地域から反対が出るかもしれない。教育委員会としてはやり

たくなくても、やっぱりそういう面も考えて、こういった方針とか対応っていうのも煮詰

めていただきたいと要望しておきます。

○松田委員長 ほかに意見等。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 私も今の渡辺委員の視点と似てるんですけれども、まず、防災機能強化施

設という考え方と、それから地区体育館のところの地域拠点体育施設という考え方ってい
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うのはリンクされていく方向なのかというところと、それから、全体の学校名を含めたス

ケジュールっていうのが、最終、令和２４年っていうところで全ての学校施設の空調設備

が終了する予定になってらっしゃいますけど、その辺りのスケジュールっていうのはどの

タイミングで、今日はこの報告っていうのは、私的には大変大きな視点で、それぞれの角

度での議論がなされたっていうところは評価をさせていただくんですけれども、一たびこ

れを委員会に報告をされたということになりますと、たちまちどの地域の体育館がという

ような議論になってくると思います。どのタイミングで全体像がお示しになってこれるの

か、水泳授業と同じように、そんなに急々には出せれるものじゃないので、うちの計画は

あるけど、もう少し何年か後になりますっていうお考えなのか、その辺りを確認させてい

ただけますでしょうか。

○松田委員長 山花防災安全課長。

○山花防災安全課長 まず、防災機能強化施設のほうに関してのちょっと御質問はあった

かなと思いますけれども、ちょっとそちらの考え方等ですね、こちらの考え方に関して。

○松田委員長 もうちょっとマイクを近づけていただけますか。

山花防災安全課長。

○山花防災安全課長 防災機能強化施設の考え方ということで答えさせていただこうと

思います。

まず、この考え方ですね、学校もですし、地区体育館に関しても、その考え方を踏まえ

た上で、実際どこにするかというのをちょっと決めていくという考えでいます。それこそ、

これは地区体育館も地区の小・中学校も同じかなと思うんですけれども、地区によって災

害のリスクであるとか、立地条件であるとか、やはりそういったところ、かなり差がある

状況になります。防災的な視点でいうと、やっぱりそういったところで、なるだけそうい

ったリスクが低いところであるとか、例えば、近くに他の公共施設があって、要は共用と

いうか併用みたいな形ができるようなところがないのかとか、そういったところなども踏

まえた上での選定という話になってくるかなと思います。あと、今回、これも基本的な考

え方かなとは思うんですけれども、特に小・中学校等が避難所になるというような想定な

んですが、やはり大規模な災害、特に、私、地震とかいった、かなり大きな災害の可能性

は非常に高いのかなというふうに考えています。要は避難所運営自体も長期化しちゃうと。

そういったときに、いかに避難所環境の改善が図れているか、その中でやはり空調ってい

うのは非常に大きな要素だというふうに考えていますもので、全ての避難所で小・中学校

の体育館に空調をつけるというのはもちろんあるんですけれども、やはりそのどういった

被害があるかっていうところもなかなか、もちろん地区によってのリスク等も違いますの

で、そういったところの視点なんかも入れつつ、もちろん、先ほどこども施設課の管理担

当のほうからもお話があったと思うんですが、建物の老朽化といった、そういったところ

の視点もありますので、そういったとこも踏まえた上での選定っていう話になってくるの

かなというふうに考えていくという話になります。

防災機能に関してのことは、以上になるかなと思います。

○松田委員長 矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 それからもう１点、詳細なスケジュール

ということだと思いますけれども、今日報告させていただきましたのが、長期にわたりま
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すので、整備スケジュールも仮置き、大枠なものでございます。具体的にどこの地域のど

この学校がいつ頃整備されるかっていうような、詳細のスケジュールまではまだ決めては

いない状況でございます。ただ、今後の整備につきましては、市内全域のバランスをしっ

かり考慮して、当然ながら、どこに整備するのかっていうことを考える際には、施設の築

年数、それから、築年数では測れない老朽化の進行状況ですとか、あと、先ほど来ありま

した防災機能強化施設をどこに持っていくか、また、事業費が膨大ですので、長期的視点

に立って、事業費を平準化していく観点からも、そういったことを踏まえまして市内全域

のバランスを考慮しながら今後やっていきたいと思っております。以上でございます。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。今回は本当にスタートで、こういった御説明をいただいた

というところで受け止めさせていただいております。説明でもありましたけれども、学校

開放事業による活用等も推進をされて、地区体育館がこれまで担ってきた地域住民の日常

的なスポーツ活動等の場としての役割を学校体育館へ移すという一文が、私の中では大事

じゃないかなって思っているところがあります。全てのこの今ある体育施設をきれいにま

た空調設備を整えていくっていうところにこだわる必要はないのではないかなっていう考

えがよぎるところではありますので、今後の議論の経過のいいタイミングで委員会等でも

御報告いただけると思いますので、御協議のほうを期待しております。以上です。

○松田委員長 ほかに意見、質疑等。

又野委員。

○又野委員 小・中学校のほうは、もうこれから具体的な計画がっていうことですので、

進めていただければと思っております。それにあわせて、地域の体育館、地区体育施設、

地区体育館っていうのが出てまして、そっちのほうでどういうふうに考えたらいいのかっ

ていうことで幾つか聞かせてもらいたいと思うんですけれども、地区体育館のほうの今の

利用状況っていうんですかいね、利用率とかっていうのを、減ってきているのか、そこら

辺、高い利用率で推移しているのかとかっていうところと、あと、タイミングもあるんで

しょうけど、体育館が予約が取りづらいっていうときがあるっていう声も聞いたりするん

ですけれども、そこら辺の実態をちょっと聞かせてもらってもよろしいでしょうか。

○松田委員長 成田経済部次長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 体育館の稼働率なんですけれども、施設によって

異なってはおるんですけれども、高い地区体育館ですと稼働率が８０％台のものもござい

ますし、低い施設になりますと５０％台のものもあります。どうしてもやっぱり町なかの

体育館のほうが取りにくいというような現状はありまして、郊外に行くとちょっと取りや

すいというような現状としてはあるというのは聞いているところでございます。以上です。

○松田委員長 すみません、１０分ぐらい、今、１２時過ぎてますけど、このままこの案

件は引き続きでよろしいですか。もう少し皆さんあるなら続けますし。

（発言する者あり）

○松田委員長 このまま続けますね。いきますね。

又野委員。

○又野委員 ありがとうございます。そこら辺もちょっと考えていこうかなと思いまして。

それと、地区体育館の機能を小学校の体育館とかに、学校の体育館にも移行していくって
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いうことだと理解してるんですけれども、小学校の体育館も結構スポ少とかで使われてる

と、私の子どもとかスポ少、みんなしてたので、毎日のようにバレーとかでは使ったりし

てましたし、土日も結構してると思うんですけれども、そこに地区体育館の機能が本当に

移行できるのかっていう疑問がありまして、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。

○松田委員長 矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 将来にわたっての話ですので、今、確約

するようなちょっと回答はできないんですけれども、今、又野委員がおっしゃったような

ことも含めまして、地区体育館の役割の一つである地域住民の方のやっぱりスポーツの活

用の場っていうのが一つ大きな役割としてありますんで、そこをうまくリンクさせていく

ようなことも含めて、しっかりと今後検討していきたいと思っております。以上でござい

ます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 検討されるのはそうなんですけれども、スポ少がやっている以上、地区の人

はやっぱり使えなくなるとは思うんですけど、そこら辺、スポ少も制限されるとかではな

いわけですよね。そこら辺、どのようにお考えでしょうか。

○松田委員長 答弁可能ですか。

矢野教育委員会事務局次長。

○矢野教育委員会事務局次長兼こども施設課長 稼働率がどれぐらいかっていうところ

も出てくるかとは思いますけれども、現時点で、１００％スポーツ少年団の皆さんが使っ

ているということではありませんので、やはりそこは施設の有効活用っていう観点からや

っていかないといけないという具合に思っておりますので、今、それが大丈夫かどうかと

いう問いについては、ちょっと今、数字を持ち合わせていませんので、はっきりと回答す

ることができませんので、このような回答にさせていただきたいと思います。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 確かにそこら辺が、本当に機能が移せるかどうなのかっていうのが、これだ

けだとちょっと私も判断ができないので、やはりそこら辺の数字とか判断材料っていうの

がもうちょっと出てこないと、私も何とも、聞くしかないかなという、いろいろと。です

んで、どっかの段階で、早めにそこら辺の稼働率ですとかスポ少の利用率がどれくらいあ

るのかとかっていうのも出していただきたいと思いますし、それによって、地区体育館が

廃止になるけれども、地域拠点の体育館がそこにはできますよっていうことになる可能性

もあるとは思いますし、どこで、どこの地域に拠点体育館ができるのかっていうところと

かでも、全然またどういうふうに考えたらいいのかっていうのが変わってくると思います

んで、またある程度、なかなかすぐすぐには、長期的視野だと思うので、出てこないかも

しれませんけれども、いろんなそういう数字とかも出していただいて、判断材料とさせて

いただけたらなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。

○松田委員長 よろしいですね。

ほかに質疑、意見等はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 よろしいですね。ないようですので、本件については終了いたします。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。
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午後０時１３分 休憩

午後１時００分 再開

○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

次に、自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトの採択について、当局の説明を求

めます。

長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 報告案件、総務省「令和７年度自治体フロン

トヤード改革モデルプロジェクト」の採択について、こども支援課より御説明いたします。

本件は、業務効率化と住民サービス向上を目指す、総務省の公募事業です。このたび、

本市の提案が採択されましたので、御報告いたします。

事業の目的、公募の概要については、資料に記載、１、２のとおりですが、本市は、２

の（２）、募集のモデルについては、この②の共同ＢＰＯモデルというものに採択を受けま

した。

本市が提案した概要ですが、境港市と連携し、保育所の入所通知等の発送業務を共同で

行う集約型ハイブリッド通知センターを構築するものでございます。仕組みといたしまし

ては、これまで職員が行っていた通知などの発送作業を、共同で外部委託をいたしまして、

市民の方がスマートフォンへのデジタル通知か、従来の紙郵送かを選択できるようにする

ものでございます。これによりまして、市民への通知のスピード向上、職員の負担軽減、

共同化によるコスト削減の３つを同時に実現することを目指すものでございます。総事業

費としては、約１,０４６万円で御提案をいたしております。令和８年の４月から１年をか

けて実証を行い、全国のモデルとなるような仕組みを構築してまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上です。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

このたびの事業の採択、本当に喜ばしいことだと思っております。これで全

体としての米子市行政のＤＸを進めていく足がかりになるかと思いますが、このプロジェ

クトの今後、共同利用の自治体の拡充や、ほかの分野への通知業務への展開というものも

考えておられますでしょうか。

○松田委員長 長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 まずは、境港市と共同でこのモデル事業を実

施したいと考えております。自治体の規模にかかわらず、導入しやすいような仕組みをつ

くるということを目標にしておりますので、事業が構築できたら、横展開を図っていきた

いと考えております。

また、保育の通知だけではなく、全庁で通知業務を郵送で行っているものは多いと思い

ますので、そこについても展開できるような仕組みを考えていきたいと思っております。

以上です。

○松田委員長 よろしいですか。

門脇委員。
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○門脇委員 すみません、２枚目のこの分ですけども、この右上の丸の４つ目なんですけ

ど、ここに保育業務を対象としたとありますけども、先ほど一部紹介いただいたんですけ

ど、具体的にこれ、どういうような業務が対象になっているのか、教えてください。

○松田委員長 長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 保育業務に関しましては、入所選考したとき

の内定通知書、保留になった場合の保留の通知書、保育料が幾らになったかという利用決

定の通知書など、保育業務では１２帳票程度を今、紙で送っておりますが、それを基本的

には全てデジタル化をできるようなことを考えております。以上です。

○松田委員長 よろしいですか。

〔「はい」と門脇委員〕

○松田委員長

渡辺委員。

○渡辺委員 何点か。フロントとヤードの改革っていうことなんですけど、これは、子ど

もさんがいる人のマイナンバーカードみたいなもんは、何か活用されるのかどうなのかっ

ていうのを教えてください。

○松田委員長 堀口ＤＸ推進監。

○堀口ＤＸ推進監 御質問のマイナンバーカードの利用ですけども、２枚目の図の集約型

ハイブリッド通知センターというところに、スマートフォンのアプリをインストールする

んですが、市民の皆様は。そのときに本人を認証する一つとしてマイナンバーカードを読

み込むというところで利用しております。以上です。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 そういったことで効率を図っていくっていう分だと思うんですけど、唯一大

丈夫かなと思うのが、要するにスマホとかで来るわけですんで、マイナンバーカードで本

人認証がされてるというのはあるんですけど、よく、こういうのを出すと、何ていうの、

偽の通知を作って、もう保育園へ入れそうですからこういう手続してくださいみたいな、

そういう、なりすましじゃないけど、そういうのが起こったときに対処ができるかどうか

というのは重要な問題だと思うんですよね、役所としても、紙ベースやめて電子ベースで

やるっていうと。そこら辺のセキュリティーっていうのはどんな感じになりますか。

○松田委員長 堀口ＤＸ推進監。

○堀口ＤＸ推進監 セキュリティーのお尋ねです。まず、紙であれば公印、判こですね、

市長印で通知をさせていただきますが、デジタルの場合、インターネットの世界では、デ

ジタルの市長印がありますので、それで通知をさせていただくと。これで正式に米子市か

らの通知ですよというのが表すことになります。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 ちょっと疎いもんですから分かりにくいんだけど、その印鑑っていうのは偽

造できないっていうことですね。

○松田委員長 堀口ＤＸ推進監。

○堀口ＤＸ推進監 偽造できません。国から、これは米子市の公印だよ、デジタルの公印

だよというのをもらいますので、それを利用させていただくと。

○松田委員長 渡辺委員。



－15－

○渡辺委員 要望ですけど、こういった、８０％か６０％か知りませんけど、デジタルで

いただくっていう方については、そういったところも確認をしてくださいっていうのも徹

底をしていただきたいというのは要望しておきます。

○松田委員長 ほかに質疑、意見等はございませんか。

又野委員。

○又野委員 １点だけですけれども、業務の効率化で負担が軽減できるっていうのは確か

にそのとおりだと思うんですけれども、外部委託をしてっていうことだと思いますが、コ

ストの低減って書いてあるんですけれども、大体、コストの低減、どれくらいなのかって

いうのは分かりますか。

○松田委員長 当局、答弁は。いけますか。答弁可能ですか。難しいですか。

（「反応してない。」と声あり）

○松田委員長 どなたか。できないのか、できるのか。

長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 ちょっとコスト算出をしてはいないんです

が、時間数の削減でいくと、今、年間で２,８００時間程度を削減できるということで提案

をしてますので、そこに係る個別の人件費と、委託費が乗ってきますので、そこで、すみ

ません、数字は今日はちょっと持ち合わせておりません。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 なるほど。コストの低減って書いてある以上、やっぱりそこはあった以上、

書かれるべきだと私は思うんですけれども、そこはどういう根拠でこのコスト低減って書

いてあるんでしょうか。

○松田委員長 いかがですか、執行部。

長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 保育１２帳票で、一応、令和１０年度の年間

の目標、すみません、削減額を一応２６０万５,０００円で提案書のほうには記載をして提

案をしております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 それが低減額っていうことでよろしいんでしょうか。

○松田委員長 長尾こども総本部次長。

○長尾こども総本部次長兼こども支援課長 はい、現時点での低減額は、境港市と合わせ

ての金額になりますが、２６０万５,０００円ということになります。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 また、そしたら、そこら辺の資料も出していただければと思いますんで、よ

ろしくお願いします。

○松田委員長 ほかに質疑、意見等は。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ありませんね。ないようですので、本件については終了いたします。

次に、児童文化センターと鳥取大学との共創施設整備について、当局の説明を求めます。

矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 そういたしますと、児童文化センターと鳥取
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大学との共創施設の整備につきまして御報告申し上げます。

資料の冒頭にも記載しておりますとおり、児童文化センターは施設の老朽化、それから

一部機能が現在のニーズに合致していないといった課題を抱えております。今後の在り方

について検討が必要な状況となっております。こうした中、このたび鳥取大学から、病院

再整備におけますホスピタルパーク構想の実現に向け、児童文化センターと鳥取大学の体

育館の機能を共創施設として整備することについて、検討の御提案、御要請がございまし

た。本市といたしましても、同構想に賛同し、共創施設整備の必要性がある、このように

判断いたしましたことから、今後、鳥取大学と共創施設整備に向けて具体的な協議、検討

を進めてまいりたいと考えております。

詳細について御説明いたします。資料の項目１番でございますが、経緯及び概要につい

てでございます。先ほど御説明させていただきましたとおり、児童文化センター自体の今

後の在り方について検討が必要な時期を迎えている中、鳥取大学側から、児童文化センタ

ーと体育館を共同で整備することにつきまして検討の提案要請をいただいたことを受けま

して、共創施設整備の必要性があると判断したことから、今後について具体的な協議、検

討を進めてまいりたいと考えているものでございます。

次に、大きい項目２番の共創施設整備についてでございます。現段階での整備の考え方

についてでございますが、（１）、１点目は、文化や科学を楽しく学ぶことができる施設で

ございます。長年親しまれてきましたプラネタリウムなどの機能を活用し、子どもたちが

文化や科学への興味・関心を深められる、そういったような施設を考えております。それ

から２点目が、全天候型の子どもの居場所の確保でございます。雨の日や猛暑の日でも天

候に左右されず、子どもたちが伸び伸びと体を動かして遊ぶことができる屋内の遊び場を

求める多くの声にお応えする施設を考えています。また、体育館機能を持つ施設といたし

まして、鳥取大学医学部の学生の方々の授業ですとか課外活動等での活用も想定してると

ころでございます。

３点目が、機能の複合化による魅力向上でございます。未就学児や小学生といった子ど

もたちを中心にしつつも、共創施設の整備を契機に、大学生など若者に至るまで幅広い世

代が交流できる、そのような施設を考えております。

また、共創施設整備のメリットといたしましては、施設機能の複合化によります機能面

の強化に加えまして、大学と一体とした整備を行うことで、建築コストですとか維持管理

コストの削減など、財政的な効果も見込んでいるところでございます。

最後になりますが、今後の対応についてでございます。今後は、大学側と詳細な協議を

進めるとともに、児童文化センター運営委員会ですとか、関係団体の皆様、そして市民の

皆様の御意見を伺うワークショップなどを開催し、それらを反映させた共創施設基本構想

の取りまとめを進めてまいります。

スケジュールにつきましては、令和８年度に基本構想等の策定を行い、国への補助金申

請等の準備を進め、令和９年度以降、具体的な整備手法を検討し、設計、工事へと進めて

いく想定でございます。このことに伴いまして、令和８年度の当初予算におきましては、

基本構想の取りまとめ等に要する経費の予算計上を検討しているところでございます。

説明は以上です。

○松田委員長 当局の説明終わりました。
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委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

岡田委員。

○岡田委員 すみません、これ、場所のほうは、今のじゃあ、児童文化センターのところ

じゃなくて、体育館のほうに。ですから、今の児童文化センターのところではないですよ

ね、そこに体育館じゃないですもんね、場所としては。

○松田委員長 矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 今の施設のほうに鳥取大学の体育館を持っ

てくる形で検討していきたいと今考えているところです。

○松田委員長 岡田委員。

○岡田委員 そうすると、今の児童文化センターがあるところに体育館を持ってくる。

○松田委員長 矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 まだちょっと、これから詳細な協議になるん

ですが、今のところ、そのようなことを想定しております。

○松田委員長 岡田委員。

○岡田委員 そうしますと、その辺の詳しいことというか、場所とかそういうようなこと

も含めて、分かれば、また御説明いただけたらと思います。以上です。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、この医学部の体育館の移転再整備と併せた共創施設としての整備、

検討についての提案、要請というのは、いつ、どのような場所で行われたのかということ

を伺います。

○松田委員長 どなたが答弁されますか。

中本総合政策部次長。

○中本総合政策部次長兼総合政策課長 提案についてでございますが、正式にどの会議で

いつっていうところではないんですけども、鳥取大学、今、再整備に関しまして、我々の

総合政策課のほうで所管しているところでございますが、その整備、今、湊山公園の基本

設計も含めて、進捗状況、やっている中でございますが、その中での協議だとか、あと学

長をはじめ、こういう提案という形を、そういうものの考え方があるというところで、我々

としても一回庁内で検討させてもらいまして、市長も含めて、こういう構想があるという

ところに方針として我々として向かっていくというところを内部で共有をしたというとこ

ろでございます。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 その協議をされた結果の１回目の報告が今日だという理解なんですけど、

議会質問で、私、市長とやり取りをさせていただいた中で、私の理解は最低でも大規模改

修、最低でもというところだというふうに理解をしていたんですけども、その考え方が変

わるという、児童文化センターではない施設、共創施設になるということなんですね。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 議会質問のほうでも児童文化センターの今後の在り方というこ

とについては答弁させてもらったんですけど、基本的には児童文化センター自体に共創施

設の鳥取大学の体育館機能を持たせて、児童文化センターを大規模改修なり建て替えとい

うのをするような方向で今検討しているところでございます。具体的に鳥大との整備に合
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わせて、今後どういった配置にするのか、どういう建物にするのかというのは協議を進め

ていくということになっております。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今日は報告というところなので理解をさせていただきたいと思いますけ

ど、先ほど岡田委員がおっしゃいましたけど、今の場所になるということになりますと、

建物そのものの広さと大学の体育施設としての敷地の面積そのものも全然違ってくるし、

児童文化センターのところにはプレーパークもあるわけですね。もう全然話が違ってくる

と思うんです。児童文化センターを残してということではなく、建て替えということにな

ってくると。もう少し、ここにも書いてありますけれども、児童文化センター運営委員会

や関係団体等と意見交換っていうふうに書いてくださっていますけど、しっかりとそこを

丁寧に進めていっていただくことが重要で、その上で基本構想の想定とかに向かうってい

う順番が大事じゃないかなと思うんですけど、その辺りはどう考えていらっしゃいますか。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 その辺は市民の皆様の意見を尊重しながら、あとは関係団体さん、

あと、配置のほう、場所をどの辺にするのかというのは今後詰めていくような形でさせて

いただきたいと思っております。この進捗状況につきましては、逐次議会のほうに報告は

させていただきたいと思っております。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 最後ですけど、基本構想を示していくまでにきっちりその段階を踏まれる

という理解でいいんでしょうか、確認です。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 基本構想の中で決まれば、その段階を踏んで進めていきたいと考

えております。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ぜひ、関係団体に限らず、広く市民の声が聞き取っていただけるような体

制で進んでいただきたいと思います。以上です。

○松田委員長 ほかに意見、質問。

渡辺委員。

○渡辺委員 ちょっと教えていただきたいんですけど、結局都市公園の中ではあると思う

んですけど、これ、病院病棟等も建ち上がっていったりすると、体育館がその中で移転す

る。その中って、体育館が今は鳥大の敷地内ですよね。それが都市公園の中に移転するっ

ていう感覚で見えるんですけど、湊山公園のあの辺一帯の都市公園の指定というか、それ

には変わりはないんですか。病棟が建ったら底地はそうでないとか、そういうことはある

んですかね。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 都市公園の中の、今も現在、児童文化センターは都市公園の中の

範囲になっていますので、その中で体育館の機能を、屋内の活動機能を持たせた、児童文

化センターと一緒になって、その中に大学の体育館も利用、活用しながら、児童文化セン

ターの機能、広い、先ほども述べましたけど、伸び伸びと活動できる場所を一緒に合わせ

て造っていくというのを目指しております。以上です。
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○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 何が言いたいかというと、今まではきちっと鳥大敷地と都市公園は区切られ

てました。今回は共創の云々で、鳥大のほうも公園の中の整備とかして、憩いの場にした

いとかっていうような計画というのは分かるんですけども、これまでは医大敷地にあった

体育館を都市公園の内部に動かしますと。いろいろそこら辺で何がハードルでどうなのか

というのと、都市公園内でできること、できないことっていうのもありますよね。ある程

度、かなり大きく改正されましたけど。ということは、できなかったことができることに

もかなりなったと思うんです。例えて言うと、都市公園内で保育事業いいですよとか、保

育園やってもいいですよとかという改正があったように思うんですけど、そういういろん

な機能ができることをまず検討してみて選ばれたのか、利用者から聞いて、こういう施設

がいいって考えられて聴取されたのか、それは鳥大との話合いで決められたのか、どうな

んですかね、その辺の手順というのは。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 まず、児童文化センター、今、都市公園の中にある児童文化セン

ターの今後の在り方について検討している中で、鳥大さんのほうで体育館の移転の関係等

もありますので、その辺を踏まえまして、何か共創、市と鳥大との共創をしていく中で何

かできることがないかというのを模索しながら、それで、児童文化センターと一体として、

体育館機能を持たせた児童文化センターという形で造っていくような形ですので、特段、

新しくという意味合いではなくて、児童文化センターの中に鳥大さんの体育館機能を持た

せるというところ、共創して持たせていくということの提案があったことで、うちのほう

がそれに鳥大さんとの都市公園全体の意見を賛同しておりますので、その辺合わせて、一

緒になって共創してやっていくという、目指していくということで、今後検討に入ってま

いるところでございます。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 児童文化センター的な建物っていうのは、言ってみれば米子市独自施設です

よね。全国にあって、児童文化センター法があって、それによって整備しなさいというも

のではないと。そういう中で、年月がたってきて、ただただプラネタリウム館みたいな感

じになってきてるという感じもあるんですよね。そういう中で、これをもう一回直して整

備するからには、かなり利用度の上がるものをすべきだと思いますし、そのためにも、政

府は都市公園内での営業できるものというののパーツを増やしてきている中で検討される

のは私はいいのでないかなとは思うんですけど、鳥大と共創として併設する。そこで大学

生と子どもたちが触れ合いできるというのも悪くはないんですけど、それでどれぐらい、

例えば教育学部があるならまだいいですけど、そうでもない、医学部というのは、ちょっ

とぱっと発想的に分からないんですよね。ただ、やっぱりこの児童文化センター、まだ何

十年としていくためには、今後ももうちょっと考えていただきたいなと。でないならば、

もう米子プラネタリウム館にして、それだけでも残すというのも一つの手かもしれません

し、プラネタリウムが動く間はですね。そこら辺は研究をしていただきたいというのを申

し上げておきます。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 今、渡辺委員のほうからも言われたとおり、まずは児童文化セン
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ターというものをよりよい、今後よりよいものを造るというのが一番の目的でもあります

し、あと、市民の意見を参考にしながら、貴重な意見を参考にしながら、あと、関係団体

さんと合わせて、いろんな意見を取り入れて、またそこで児童文化センターを今よりはよ

りよい施設、現状よりはいいものを、改修なり建て替えするに当たり、造っていくという

ことが目的であり、基本的には児童文化センターは子どもたちの健全育成を目的にしてお

ります、そういった社会教育施設でもありますし、そういうことも念頭に置きながら、改

修、建て替えに向かっていきたいと考えております。

○松田委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 これは、すみません、一番メリットがあるのは、病後、病児保育ですか、鳥

取大学医学部の小児科と連携を組みながら、そこにこれまで以上に鳥取大学医学部もそっ

ちに参入していきますよとかっていうと、これはぱっと見のメリットが大きいんだろうな

とは思うんですけど、いろいろ検討してみてください。これは要望です。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 渡辺委員が言われましたことに続きますけど、本当にいろいろな考え方があ

ると思いますので、市民の皆さんからもいろいろ意見を聞かれて、今後よりよいものにし

ていかれるのがいいなと感じました。

そこで、先ほどから議論を聞いてますと、ちょっと、児童文化センターと体育館と何か

一体として建設していくといいますか、大規模改修なのか分かりませんけど、これって、

もう児童文化センターが大きくあって、その中に体育館機能を持たせるのか、あるいは考

え方としては、今、児童文化センターがあって、それに併設するような格好で建物が、体

育館がついていくという考え方もありなんですかね。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 基本的には最初の、門脇委員が言われましたように、児童文化セ

ンターがありまして、その中に体育館機能を持たせるという意味合いで、合築なり、併設

っていうか、合築ですかね、恐らく。合築っていう形になるような形で、鳥大さんなり整

備していくような形で、今後検討していきたいと思っております。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 分かりました。

今日は報告ということですので、まだなかなかこの先が決まってないと思うんです。な

かなか次、これいつ、いろんなことが決まるのかっていうこともまだ答えれないと思いま

すけども、鳥大さん側と協議する、そういう、今後、次はいつ協議するとか、そういうと

ころはまだ決まってないですか。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 鳥大さん側とは今後も、いつというか、来月、毎月でも、今後、

具体的な協議、どういうものを造っていくのかというのは、まずは配置場所、そういった

ところ、機能、どういったところを機能を持たせるかというところは、今後、今年度３月

からで、来年度に向けての基本構想に向けて協議は進めていきたいと考えております。

○松田委員長 補足がありそうですね。

中本総合政策部次長。

○中本総合政策部次長兼総合政策課長 若干補足させてください。鳥大との協議の経過に
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つきましては、この委員会の今日の方針をお示しするというところには当然鳥大さんとの

協議が要りますので、こちらに関しましては、まず３回、今年度に入りましてさせていた

だきました。今後につきましても、今日の委員会報告を踏まえまして、早急に３月までに

はもう一回させてもらいまして、順次、当初予算も制定されるわけですから、適宜させて

いただいて、順次のスケジュールに入っていきたいというふうに思っております。

それともう１点、先ほど来から体育館と児童文化センターの在り方のところが、ちょっ

と誤解、そごがあるように感じましたので、そもそも別々のものを建てるのではなくて、

児童文化センター全体の中にいわゆる遊び場、我々としても子どもの遊び場が、全天候型

のものがやっぱり不足しているというところがございますので、そこら辺の老朽化も併せ

て、今後建て替えしていくに当たってはそういうメリットがあるというところで鳥大さん

と組むということ。鳥大さん自体も、どっちにしても今回のこの工事で必ず解体して体育

館を立て直さなくてはいけないということがありますから、当然それを一緒に建てれるも

のを建てればメリットが出てくる、経費的なメリットは必ず出てくるわけですから、その

メリットと、そういっていった、同じような機能を持ち合わせるんであれば、同じスペー

スで使っていくという形での構想を今日お示ししたというところでございますんで、御理

解のほど、よろしくお願いいたします。

○松田委員長 門脇委員。

○門脇委員 ありがとうございました。よく分かりました。これから協議続けていかれる

わけですので、しっかりと慎重審議重ねていただきまして、市民の皆さんの意見もしっか

り聞いていただいて、よりよいものを造っていただきたいなと思います。終わります。

○松田委員長 ほかに。

伊藤委員。

○伊藤委員 すみません、私も一言、ちょっと聞かせてください。鳥取県は遊び切る子ど

もっていうのを提唱していて、私もそれはすごく必要なことだと思っています。だけれど

も、今、夏はすごく暑い日が、猛暑ですし、冬もなかなか外で遊べないというようなこと

もありますので、全天候型の施設というのは、もう米子市民全体の子育て世帯が望んでる

ところです。また、児童文化センターは児童だけではなくって、本当に赤ちゃんから、乳

児から幼児までずっと使っているということで、子育て世帯の皆さんは、私もそうですけ

れども、児童文化センターにすごく愛着もあったり、本当に子どもたちもここで遊んだな

というような思い出もたくさんあると思っています。なので、今聞いておりますと、体育

館が児童文化センターと一緒になっているということで、授業のときは体育館を使う。そ

のときは子どもたちは使えないというような形になっちゃうんですかね。

○松田委員長

瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 その辺も、原則、体育館機能というのは、大学の体育館ですので、

授業とか課外活動がある場合は使えないというところあるんで、そういうところも踏まえ

て、体育館機能というか、活動機能というところですね、もうちょっと、使われてるとき

も子どもが遊べるようなというところも検討しながら、今後協議を進めていきたいと考え

ております。できれば、基本的には大学の体育館機能というのを課外活動を生かしながら、

子どもも一緒にできるというところはあると思いますけど、その辺は鳥大さんと協議して
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いかないといけないところになりますので、今後進めていきたいと思います。

○松田委員長 伊藤委員。

○伊藤委員 ありがとうございます。ここにもいろいろ考え方とか書いてありますけれど

も、まだまだ足りないのかなというふうに思っています。全天候型だけど、赤ちゃんから

お年寄りまで本当に全世代が使えるような全天候型の施設、これも一つ造って、あと、ま

た米子市内にもほかにも、ほかの地域にも造るっていうような形が望ましいんじゃないか

と思うので、そこら辺のところはモデルになるような、十分市民のニーズも捉えたり、子

育て世帯の悩みやそういうことも共感できるような、そういう施設に、鳥大さんと協議を

進めていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また、間間でもやっ

ぱり議会に報告していただいて、みんなで協議をするというような場もつくっていただけ

ればありがたいです。以上です。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 伊藤委員の言われましたように、米子市全体で今、子どもの全天

候型の遊び場というところが少ないので、それも踏まえまして今後検討していかなければ

いけないと思いますが、基本的には児童文化センターの今の現状、子どもは子どもの、乳

幼児が使えるスペースはそういったものも設けることも考えておりますので、屋内施設で

広い活動、体育館機能、広いというところになると、またその辺も子どもがどこまでの、

乳幼児さんが使ったり小学生さんとかが使われたりというのは、今後どういった形で使う

のかというのは鳥大さんと協議を進めていきたいと思っておりますし、また市民の意見を

聞きながら進めていきたいと思っております。

○松田委員長

合築ということになっていますが、建設をした後の建物の所有は米子市です

か。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 その辺のことも踏まえまして、費用自体はまだ応分というか、負

担割合とかは、また今後検討していかなければいけないんですけど、建物をどういった形

にするかによってまた違ってくると思いますので、その辺も踏まえまして今後協議を進め

ていきたいと思っております。

○松田委員長

先ほど来より伊藤委員や矢田貝委員から機能の問題について市民の意見を

聞いてほしいというような御意見がありますが、私に届いているお声としては、米子市の

市立図書館の子どもコーナーが図書館全体として非常に静寂を求める圧が強くて行きにく

いと、子ども連れで。子どもに静かにさせないといけないから、だから、児童文化センタ

ーのほうに行くというようなお声を聞いています。そういった図書館も持っている社会教

育機能というか、そういったものもほかの施設との兼ね合いっていうのもしっかり考えて、

機能を充実させていただきたいなと思いますので、ほかの施設の利用者の方のお声という

のもしっかり基本構想をつくるに当たっては捉まえていただきたいということを要望して

おきます。以上です。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 確認ですけれども、共創施設となるために、児童文化センターという機能
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そのものがひっついているということが共創施設になるのでしょうか、社会教育施設であ

ることが。共創になるための。

○松田委員長 矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 まず大前提としては、やはり児童文化センタ

ーは児童の健全育成のための施設ですので、まずそれがあって、その上で今の全天候型の

子どもの居場所の確保という問題もある状況の中で、鳥大さん側から見れば授業や課外活

動で使う体育館ですけれども、それを鳥大さんと一緒に造ることで、児童文化センターの

設置目的である児童の健全育成の幅を広げていくといいますか、そういう施設を共創施設

として造ることができればいいんじゃないかというような基本的な考え方になります。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 確認です。児童文化センターがついてないと共創施設になりませんかとい

うことです。逆に言えば、子どもの居場所であるとかプラネタリウムであるとか親子が安

心していることができるという機能を持たせた共創施設であって、社会教育施設として、

もっと広いところで体験をさせていくことができるプレーパークを持ってるというところ

もこの児童文化センターの意味として大きいと思っているんですけど、そういったことを

考えると、児童文化センターそのものがほかのところにできてもいいと思うんですね。も

っと広いところで、様々な体験が十分にできる。そういった考え方というのがあって、児

童文化センターのところに大学と一緒に体育施設を設けていくという考えなら理解できる

んで、そこを確認です。児童文化センターが必ずひっついてないとこの話が進みませんか

という確認。

○松田委員長 答弁できますかね、どうですか。

瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 児童文化センターと今ちょうど鳥大のホスピタルパーク構想の

中の実現に向けて、そういった形で今、都市公園区域の中にある児童文化センターを何ら

かの形で親和性を持たせたいというところがあるので、そこに体育館のそういった機能、

子どもの遊び場的というか、広い機能があるので、そこを児童文化センターの現状の在り

方で、老朽化もありますので、そこを建て替えに向けて、一緒に体育館機能を持たせると

いうのが今回の目的、共創して、目的でございまして、今後、屋外のほうにもそういった

形で子どもの遊び場的なものも今後検討していかないといけませんけど、今回は鳥大さん

との協働、共創施設として、今回、児童文化センターの中にそういった体育館機能を持た

せるということで、子どもの遊び場を兼ねて、そういった形でやっていくというところで

ございます。

○松田委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。この構想には反対をしているわけではありません。よりし

っかりとした体験ができる児童文化センターというところの新たな場所での建設という、

先のことまで見据えた、幅広にして、そういった議論まで、ぜひ基本構想に向かわれるま

での児童文化センター運営委員会や関係団体等との意見交換、また市民の意見を反映する

ことを踏んでいただきたいというふうに要望しておきます。

○松田委員長 ほかに意見等。

又野委員。
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○又野委員 ちょっとこれまでのやり取りを聞いてて、一つ確認なんですけれども、今の

児童文化センターの機能はそのままというか、さらに充実させて残していくということで

理解してよろしいんでしょうか。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 現状の機能ありますけど、その辺も踏まえまして、新たに付加機

能をつけるのか、今ある部分はまた縮小なり、そういった、縮小というか、機能が不必要

というか、もっといいものにできるんじゃないかというところも考えながらやっていきた

いと思いますので、今後またそれも、今、又野委員が言われましたように、意見として、

こういった意見があるということを踏まえて協議を進めていきたいと考えております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 先ほどプラネタリウムがメインになっているという話が出たんですけれど

も、私、地域のほうで子ども会の関係の役員もしてまして、時々児童文化センター利用さ

せてもらうことがあるんですけど、結構土日に行くと、子ども達があふれてるような感じ

なんですよね。実際、ものづくりとかで予約をしようとしても、なかなか予約が取れなく

て、希望した日じゃなくて、まあしようがないわ、じゃあこの日にみたいなこともよくあ

って、かなり利用率っていうのはあると思うんですけれども、そこら辺、どのように理解

しておられますでしょうか。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 その辺も踏まえまして、プラネタリウムは大きな施設、米子市の

プラネタリウムというのは市民によく知れ渡った機能ですので、そこの辺の現状、そうい

った形で、プラネタリウムは今の段階では残すという考えでおりますし、そういった利用

が少ないところ、土日は結局集中してしまいますので、平日がちょっと利用が少ないとい

うところもありますので、その辺を踏まえまして、いろいろと協議を進めていきたいと、

今のところでございます。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 平日は当然、多少は少なくなってくるとは思うんですけれども、土日はやっ

ぱりかなり利用があるというふうに認識されているのかどうなのかをちょっと確認したい

んですけど。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 土日のほうは利用は結構あるということは、プラネタリウムに限

らず、児童文化センターの利用というのは多いというのは承知しております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 本当、前も駐車場の問題とかで、少し拡張はされたんですけども、いまだに

結構車が土日だと止められない状況が、私、行ったときとかもあって、あっ、どこに止め

ようかなって思ったことがあったりしたぐらいなので、やはり充実させる方向で考えてい

ただきたいなというのがすごい思っているところです。さらに体育館をそれにくっつける

ようになると、かなりのスペースが、そうなると必要なんじゃないかなと思ってますんで、

そこら辺も、駐車場のスペースも十分さらに確保しないといけなくなるとは思いますので、

考えていただきたいというのと、基本的に児童文化センターに体育館の機能をということ

になると、今、文化財団さんがたしか管理しておられると思うんですけれども、そういう
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ように、一体にそういう指定管理者が管理していくっていうお考えなんですかね。

○松田委員長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 その辺も踏まえまして、今、まずはそういった形で共創施設とい

うのを進めておりますので、まず、そこの辺、今、又野委員も言われましたとおり、そう

いったところも今後協議を進めていきたいと考えております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 分かりました。今後が多くて。

そうすると、ちょっと最初聞こうかなって思ってたことも踏まえてですけれども、今回

の資料の中の経過及び概要、１の（１）のところですけれども、老朽化が進んでというと

こがあって、施設活用してきたけれども、真ん中の辺りから、２階部分が有効活用できて

いないなど、一部機能が現在のニーズに合致していない現状があるというのが書いてある

んですけれども、さっきも話しさせてもらいましたけれども、２階部分を借りようとして

も結構予約が埋まってて借りれないことがあるんですけども、この有効活用できてないっ

ていうのは使ってない部屋があるとかっていうことなんですか。そこら辺がちょっと分か

らなくて、教えてもらっていいですか。

○松田委員長 矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 有効活用できていないというところの考え

方なんですけども、利用が土日のほうに集中してまして、平日は使えるんですけど、なか

なか平日の利用がないというような、そういった観点で、まだまだ有効活用ができるんじ

ゃないかなという見方で、ちょっと課題かなと思って答えていたところです。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そうしたら、ある部屋は土日は全部使えるようにはなってるっていう理解で

よろしいんですよね。土日が有効活用できていないというのは、平日が使われてないとき

があるっていうことであって、土日は埋まるぐらい、やっぱり活用できてるということで

いいんですよね。

○松田委員長 矢野こども総本部次長。

○矢野こども総本部次長兼こども施設課長 おっしゃるとおりです。土日はしっかり使わ

れていると認識しております。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そうしますと、私も利用させてもらっている立場から言えば、今の機能は維

持しながら、さらに充実させていただけるような考えで、これやっていただかないといけ

ないかなと思ってますし、やっぱり利用しておられる方とかの意見をしっかりと、市民の

皆さんの意見もそうかもしれないですけども、実際に使っておられる方の意見もしっかり

聞いていただいて、よりよいものになるようにしていただければなと思っております。以

上です。

○松田委員長 ほかに意見等ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、家庭教育に関する取組について、当局の説明を求めます。

永榮こども政策課長。
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○永榮こども政策課長 家庭教育に関する取組について御報告申し上げます。

まず、家庭教育の重要性についてなんですが、資料に書いておりますように、家庭は子

どもたちが健やかに成長していくための最も基礎的な基盤でありまして、基本的な生活習

慣を身につけたり、人への信頼感、生きる力を育んでいくなど、家庭教育はあらゆる教育

の出発点であると言われております。いわゆる根っこを育てるというようなものになりま

す。一方で、近年、地域とのつながりの希薄化や核家族化などで、親御さんが身近な人か

ら子育てを学んだり支え合う機会の減少、こういった家庭教育を支える地域環境が大きく

変化しております。そのような中、子育ての仕方ですとか子どもへの向き合い方に１人で

悩んだりというような親御さんもいらっしゃるというところです。また、共働きの増加な

ど、親の就労状況などの変化もありまして、生活の夜型化や朝食の欠食なども懸念される

ところでございます。

こうした状況におきまして、本市ではこれまで、家庭教育は家庭で行われる教育ですの

で、自主性は尊重しつつ、保護者さんがもっと自信を持って家庭教育に取り組むことがで

きるように、子育て親育ち講座「タムタムスクール」ですとかＰＴＡ子育て講座など、様々

な支援を行っているところでございます。

この家庭教育に関する一層の支援と理解促進を図っていきたいと考えておりまして、そ

こで、既存のこれまでの取組に加えまして、いま一度、保護者さんにとって実践しやすい、

特に重要かつ基礎的な次の２つのテーマなんですけど、こちらについて全市的に周知、啓

発の取組を進めていきたいと考えております。

２つのテーマといいますのは四角で囲っております、まず、親子の信頼関係づくり、「そ

うだね」、米子弁で言いますと「そげだね」、運動の推進です。「そうだね（そげだね）運動」

と名づけておりますが、こちら、子どものほうを向いて、子どもの話に耳を傾け、そうだ

ね、そげだねと共感する取組になります。もう一つが基本的生活習慣の形成、早寝・早起

き・朝御飯、こちらの取組の促進でございます。家庭教育の取組としては、ほかにも読み

聞かせとかメディアとか社会ルールなど様々なものがありまして、いずれも大切な重要な

ものなんですが、あれもこれもではなく、まずは基本的なこちらの２つのテーマに絞って

取り組んでいきまして、その中で、保護者さんが学びのきっかけになったり、取りあえず

これだけはやってみようかというような思いで、安心や自信などにつながるような取組と

していきたいというふうに考えております。

また、米子市の家庭教育に関するキャッチフレーズ、こちらを次のようにちょっと決め

ました。キャッチフレーズは「みんなで育てる すくすく元気な よなごっこ！」という

のを定めました。そうだね運動の合い言葉として、「「そうだね」で 心も元気 よなごっ

こ！」、早寝・早起き・朝御飯の合い言葉として「令和こそ 早寝、早起き、朝ごはん！」、

このキャッチフレーズを旗印としまして、取組の浸透に向けた取組を進めていきたいと考

えております。

今後の取組につきましては、こちらに記載しておりますような取組を考えております。

特に、まず、１番目の様々な媒体機会を捉えた効果的な啓発というところで、子育て中の

保護者さんに届くような取組が必要だと考えております。特にＳＮＳですとか、あとは乳

幼児健診の機会を捉えた啓発活動を実施しておきたいというふうに考えております。また、

３番の講演会の開催、これもこのたびキックオフ的なところで、次ページにチラシを載せ



－27－

ておりますが、２月２３日に、「脳科学から学ぶこどもの発達」ということで、総合療育セ

ンター院長の小枝先生をお招きして御講演いただくような会を催したいと思います。こう

いった会も年に一度程度開きながら、親御さんにいろいろ情報提供していきたいなという

ふうに考えております。また、（４）番、こちらは保育士、教職員などの関係者と連携した

取組の仕組みづくりですが、やはり園や学校が一番保護者さんや子どもと接する機会が多

いですので、園の懇談会、保護者会などで、小規模な単位ででも、そういう保護者さんが

集まる機会を捉えまして、こういう取組をお話をしていけたらというふうに思っておりま

す。

こちらの取組は、一朝一夕ですぐ効果が現れるものではないというふうに考えておりま

すが、息の長い取組にして、長期的に続けていきたいというふうに考えております。

現在の家庭教育に関する取組、今後の予定については、報告以上でございます。

○松田委員長 当局の説明終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

感想としては、今さら感がある、なぜ今これをしなきゃいけないのかという

のが非常に疑問に思うことなんですが、こういう呼びかけとか機運醸成というのはどのよ

うな切実な必要性から出てきている施策かというのを伺います。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 やはり最初に申しましたように、近年の親御さんが１人で子育て

をして、なかなか周りに相談できるつながりなどが少なくなってきているというところが

ございます。また、親御さんの生活などでも、子どもも夜型化や、生活がなかなか夜型化

しているという状況もございます。そういったところを日々の業務の中でも感じるところ

でございまして、やはりこれは今すぐこうして好転するとかっていうことではないんです

けど、今やはり基本的なところに立ち返って、この取組を進めていくべきだというところ

で取り組んでいきたいというのは今回のきっかけでございます。以上でございます。

○松田委員長

今、このアとイと掲げられているものそのものが悪いことであるとは私も思

わないし、こういったことができれば理想の子育てだなというふうには思いますけど、む

しろそういった、こうしないと子どもがこうなるよといったような、そういった押しつけ

が１人で子育てをしている親御さんを追い詰めるような、そういったことにもなりかねな

いなというふうに危惧をしております。地域とのつながりの希薄化や、親が身近な人から

子育てを学べないという状況があるというふうにネガティブに書いてあるんですが、逆に

身近な、例えば自分の母親とかが言うことが現代の子育てに全く科学的に合っていなくて、

それで追い詰めたりとか、全く関係のない赤の他人の年配の方が、母乳なのとか、ミルク

なのとか、そういうことで若いお母さんを追い詰めるというようなこともあるので、必ず

しも地域が関わったりほかの他人が関わることがいいことだというふうには、私は思えま

せん。それよりも、昔はこうしないと子どもがこうなるよと言っていたことが、医学的に

も科学的にも否定されている、そういった都市伝説のようなものを、今はそうではないん

ですよっていうことをしっかりと行政は伝えていく、健診などを捉まえて伝えていくこと

のほうが私は重要だと思いますので、何か今さらこういった呼びかけというのは追い詰め
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るだけかなというふうに思えてしまいます。

あと、この中で早寝・早起き・朝御飯とありますが、現場で子どもに接している方、学

校に関わっている方に伺いますと、もう割と朝食の摂収率というのは高くなっているよう

に思えるとおっしゃいます。食育推進計画も見ますと、ほぼ８割で推移しているというこ

とですが、この施策というのはあとの２割に訴求するためにやるということで理解してよ

ろしいでしょうか。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 家庭教育は家庭で行われる教育ですので、親御さんの主体性です

とかが最大限尊重されるべきだとは思います。ですので、行政から押しつけてこうしなさ

い、ああしなさいということではありませんでして、ただ、一方で、親御さんの中でもな

かなか子育てにどうしたらいいのだろうかと悩むような親御さんもいらっしゃると思いま

すので、そういった方に対して情報を提供して、気づきになる。分かっていても、なかな

かふだんの生活の中でそこはちょっと忘れがちになったときの気づきのきっかけになる、

そういうようなことがあるんじゃないかなというふうに思っています。ですので、これ、

押しつけというようなことを考えているわけではなく、きっかけ、気づき、学びの啓発と

いうところになるような、出し方もその辺は考えながらしていきたいというふうに思って

おります。

あと、朝食についても、欠食が２割程度というところですが、そういったところにも、

これがそこにもちろんポイントを持っていくとこはあるんですけど、それだけじゃなくて、

今、朝食を食べていても、生活が夜型化していく中で、なかなか朝食が取れないような場

合もあると思いますので、そういったところもポイントにはしていきたいというふうには

思っております。以上でございます。

○松田委員長

朝食食べていても夜型化というようなお話がありましたけど、この対象にし

ている家庭というのは大体何歳ぐらいまででしょうか。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 子ども全般対象とした、子ども全般ではあるんですけど、主に就

学前と就学後、就学前後を考えております。

○松田委員長

今、親御さんの就業形態なんかも多様化してて、家族としての在り方という

のも家庭ごとに変わってきていると思いますので、私が一番気になっているのは、最後の

（５）番の各方面の関係機関と連携した全市的な機運の醸成ということです。これは折に

触れて申し上げていますけど、そうした周りから空気で囲い込むような、そういったこと

ではなくて、先ほど言われた対象の方にしっかりとピンポイントで届く。御案内いただい

た講演なんかも、実際聞いてほしい人が来ないっていうような課題というのはどの分野で

もあると思いますので、その対象に届く情報提供の在り方というのはしっかりと考えてや

っていただきたいということを要望しておきます。以上です。

○松田委員長 ほかに。

伊藤委員。

○伊藤委員 、似ている。まず、小枝先生の講演で
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すけど、すばらしいなと思ってます。私もぜひ参加したいなと思ってるけれども、それこ

そ私の周りにいらっしゃる、いつも相談してくださる発達に課題のあるお子さんをお持ち

の方なんかは、やっぱり子どもを見ていなきゃいけないので、行きたくても行けないなん

ていうようなことは本当にありますので、こういうところはやっぱり動画で見れるように

していただくだとか、あと、ポイントポイントを小枝先生に動画で発信していただいて、

米子市のホームページを開くと、そういった課題持った子どもさんの対応方法とかよく分

かるって、すとんと落ちるみたいなようなことを何かやっていただくのもすごくいいなと

思ってます。

家庭教育に関する取組についてっていうふうにあるんですけれども、やっぱり私も産後

鬱の方やら、あと、独り親の家庭の割合も米子市、高いですので、お困りの方は確かにた

くさんいらっしゃるなと感じております。また、独り親だと、仕事もだし、子育てもだし、

家事もだし、いろいろなことでとにかくどんどん遅くなっちゃう、子どもが何人か複数い

ると、管理型じゃないので、遅くなっちゃう、それは夜遅くなってしまってっていうよう

なことは本当に実際としてあるんじゃないかと思うんですけど、こういうふうにやっぱり

言ってしまうと、じゃあ、それできない私が悪いみたいな感じになってしまうので、やっ

ぱり家庭支援は親支援から始めてもらいたいなと思うし、親支援でいけば、就労支援や居

住支援や、やっぱり生活が安定するっていう、毎日毎日穏やかに落ち着いて暮らせるって

いうようなことが子どもにとっても大切だし、お母さんが泣いてると本当に不安になって

学校にも行けないなんていう子どももいるので、みんなでちょっとほっとできて、みんな

のサポートを受けながら、何とか成長できたねって言えるような何かやっぱり社会づくり

っていうようなことからすると、家庭教育に関するって、この「教育」がとっても何か気

になるところですし、あと、四角枠の、親子の信頼関係づくりはすごく大切なんですけれ

ども、これがつくれてないからやっぱり悪いみたいな感じになっちゃうとよくないなと思

うし、そげだねって言うかな、何か、「そうだね」でいいと思うんです。「そげだね」って

聞いたことないし、言うかなって、それ、何か唐突感が、いろいろ考えられて何かつくら

れたんだと思う、ちょっと唐突感があるなというふうに思ったりもします。やっぱり苦し

い立場の方が見て、あっ、私のことを分かってくれてるんだなと思えるような何か取組に

ちょっとだけ、すごくいいと思うんですよ、家庭支援ってすごくいいと思うので、ちょっ

とだけ何か見方とか視点を変えてくださると受け入れていただけるんじゃないかなと思っ

たところでした。これは感想と要望です。よろしくお願いします。

○松田委員長 永榮こども政策課長。

○永榮こども政策課長 今回の講演会のところ、行きやすさっていうところですけど、一

つ、託児などもちょっと用意はしておりまして、親御さんになるべく来やすいようにとい

うことは考えております。

あと、家庭教育という言葉ですけど、福祉的な支援というのはもちろん家庭教育のとこ

ろですので、こういう家庭教育という出し方をさせてもらってるんですけど、福祉的な支

援というのはもちろんこれとは別途というか、併せて必要だというふうに思っています。

福祉が充実してこそ家庭教育というところはあると思いますので、これは、ただ、家庭教

育というところも併せて必要かなというところで、今回これから取り組んでいこうという

ことですので、これは両輪でしていくべきことだというふうに思っております。その辺の、
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ちょっと保護者さんにどう刺さっていくかというようなところの出し方というのは、御意

見を踏まえまして、いろいろ考えながら進めていきたいというふうに考えております。以

上でございます。

○松田委員長 伊藤委員。

○伊藤委員 以上でもいいんですけど、ちょっと一言だけ。講演会で幾ら託児があっても、

やっぱり発達に課題があるお子さんたちはとても注意が必要なので、なかなか連れていく

ということができないっていうことは認識していただくとありがたいなと思います。なの

で、やっぱりどこでもいつでも困ったときに見れるっていうような短い動画のちょっと固

まりだとか、あと先生にちょっと相談されて、ポイントを教えていただくっていうような

ことをやっぱり教えていただくと、すごく役に立つし、私たちも、サポートする側の議員

も含めて、みんなもこういうところで教えてくれるよっていうふうに伝えられるので、そ

ういうことも考えていただくとありがたいです。以上です。

○松田委員長 ほかに意見、質疑。

又野委員。

○又野委員 重なる部分も多いかとは思うんですけれども、２つのポイントの親子の信頼

関係づくりと早寝・早起き・朝御飯ですけれども、これができないと駄目だみたいな感じ

に思わないように、まず、先ほど話もありましたけれども、いけないというふうに工夫し

ていただきたいのと、下のほうに書いてあった全市的な機運の醸成っていうことで、それ

ができない家庭はいけないんだって周りもあんまり思わないようにしていただきたいなと

いう。そこら辺、どういうふうにっていうのもなかなか私もあれなんですけれども、そこ

ら辺気をつけてやっぱりこういうのを進めていただきたいなって、ちょっとこれ、皆さん

の意見を聞く前も思ってたんですけども、意見を聞いて余計それを思ったところなので、

それで、家庭教育という言葉自体も、家庭で何か教育せないけんのんだと思わせるところ

も、やっぱりもうちょっと何かいい言い方ないのかなというのも思ったところなので、意

見としてちょっと言わせていただきます。以上です。

○松田委員長 ほかに質疑、意見等、ございませんね。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

民生教育委員会を暫時休憩いたします。

午後２時１１分 休憩

午後２時１５分 再開

○松田委員長 民生教育委員会を再開いたします。

次に、令和８年度米子市国民健康保険料率等の改定について、当局の説明を求めます。

日浦保険年金課長。

○日浦保険年金課長 令和８年度米子市国民健康保険料率の改定についてを御説明しま

す。

資料６をお開きください。令和８年１月２１日に開催しました令和７年度第１回米子市

国民健康保険運営協議会におきまして、令和８年度米子市国民健康保険料率の改定につい

て諮問を行い、令和８年２月３日に答申がありましたので、本日はその御報告をさせてい

ただきます。
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内容は３項目ございます。順を追って御説明をいたします。

まず、基礎賦課額に係る賦課限度額についてでございますが、現在６６万円であるとこ

ろを６７万円に引き上げるものでございます。

次に、保険料の減額の対象世帯を判定する際の所得の基準額の算定に当たり、当該世帯

の被保険者等の数に乗じる額についてでございますが、現在５割軽減対象の所得基準に係

る額３０万５,０００円を３１万円に、２割軽減対象の所得基準に係る額５６万円を５７万

円にそれぞれ引き上げるものでございます。

最後に、子ども・子育て支援納付金賦課額の創設に係る保険料率についてでございます

が、子ども・子育て分相当につきまして基礎額で調整をし、被保険者負担を令和７年度並

みにするという内容でございます。具体的に資料の表を御説明しようと思います。子ども・

子育て支援納付金賦課額の創設分につきましてでございますが、表の一番右でございます

が、子ども分（新設）とありますところで、所得割額を０.３１％、均等割額を９４２円、

平等割額を８９６円、１８歳以上均等割額を８６円、限度額を３万円にそれぞれ新設する

ものでございます。均等割につきましては、１８歳未満については９４２円がかかりませ

ん。その代わりに１８歳以上には、世帯に１８歳未満の方がいてもいなくても９４２円と

プラスして８６円がかかる、追加でかかるというものでございます。また、基礎額で調整

についての御説明ですが、一番左に基礎分とありますところで、子ども分（新設）分をそ

れぞれ差し引いた金額と率になっております。具体的には所得割額が７.９５％が７.６

４％に、均等割額が２万６,０００円から２万５,０５８円に、平等割額が２万５,５００円

を２万４,６０４円にそれぞれ引下げするものでございます。

附帯意見としまして、令和７年度決算余剰金の見込みの状況から、令和８年度の料率に

関しては上記のとおりとしたが、令和９年度以降の料率ついては、令和８年度決算見込み

が出た段階で検討することを求めるという内容が付されました。このたびの協議会の答申

を受けまして、令和８年度米子市国民健康保険料率の改定することにつきましては、３月

議会定例会での条例改正につきまして付議させていただく予定としております。

説明は以上です。

○松田委員長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

又野委員。

○又野委員 確認ですけれども、経過の真ん中のところにありました子ども・子育て支援

納付金賦課額のところで、負担を令和７年度並みにするというところですけれども、令和

８年度、保険料の負担は基本的には増えないという理解でいいのか、ちょっとそこら辺を

教えてください。

○松田委員長 日浦保険年金課長。

○日浦保険年金課長 申し上げましたのは、率につきまして、新設で、例えば０.３１増

えたところを所得割の基礎額の分を下げたというところでございまして、そのほかに、１

８歳以上均等割は１８歳以上の方にかかるという意味では、そこは増額になりますという

ことで、１年間で８６円でございますので、２人おられたらその２倍と。ただ、端数調整

がありますので、１００円とか、そういう金額になろうかと思います。

あと、並みと言いましたが、同じではございませんでして、当然、所得が伸びておりま
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すので、所得割というのは率が変わらないですが、上がる可能性もございますので、これ

をもって昨年と同じというわけではなくて、率が据置きになったというイメージで御説明

させていただきました。以上です。

○松田委員長 又野委員。

○又野委員 そうですね、率という意味では、負担が変わるというか、増えるというわけ

ではないっていうことでいいということですよね、そうしたら。

○松田委員長 日浦保険年金課長。

○日浦保険年金課長 ええ、その認識でございます。

（「分かりました。」と又野委員）

○松田委員長 ほかに質疑、意見等、ございませんね。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、脱炭素先行地域づくり事業の進捗状況について、当局の説明を求めます。

足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そういたしますと、脱炭素先行地域づくり事業の

進捗状況について御報告させてやっていただきます。

画面上の通知をクリックしてやっていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは、資料の最初の四角囲みをまず御覧いただけますでしょうか。ここにはまず主立っ

たところの進捗を記載させていただいております。

委員の皆さん御承知のとおり、米子市におきまして、令和４年４月に脱炭素先行地域に

認定されまして、脱炭素化に向けた取組を推進しているところでございます。上下水道局

への太陽光発電設備及び大規模蓄電池の設置工事につきまして、令和６年度から進めてお

りますけれども、今年度、令和７年度内に完工し、来年度から運用開始を予定していると

ころでございます。

次に、公共施設や荒廃農地などへの太陽光発電設備の設置工事についてでございますけ

れども、こちらにつきましてもおおむね計画どおりに進捗しております。来年度、令和８

年度は交付金事業の最終年度となりますので、引き続き太陽光発電設備の設置を進めまし

て、目標達成に向けて進んでまいりたいと考えているところでございます。

それでは、四角囲みの下になりますけれども、１の事業概要を御覧いただけますでしょ

うか。ここでは少し詳しく、これまでの経緯などから説明させていただきたいというふう

に思います。

米子市におきまして２０５０年までに温室効果ガスの実質排出ゼロを目指しますゼロカ

ーボンシティ宣言を令和３年２月に行いまして、持続可能で活力ある地域社会の実現に向

けた各種取組を進めているところでございます。そして、その翌年になりますけれども、

令和４年に第１回脱炭素先行地域が環境省より募集されまして、脱炭素化の取組をさらに

推進するために、米子市、境港市、ローカルエナジー株式会社、そして株式会社山陰合同

銀行の４社で共同提案を行いまして、脱炭素先行地域に認定されたところでございます。

当該事業につきましては、令和１２年度までに脱炭素先行地域としました米子市の公共施

設群におきまして、ＣＯ２排出ゼロを目指しまして、令和４年度から令和８年度の間に、

２に示しておりますスケジュールで各種事業を進めているところでございます。そして、
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交付率につきましては３分の２になります。これらの当該交付金事業につきましては、公

共施設等を対象にしたモデル事業でありまして、まず米子市が率先して取り組み、着実に

事業を進めることによりまして、脱炭素化への機運を高め、行政だけでなく民間企業、そ

して米子市にお住まいの方など、市全域に波及させてまいりたい、そのように考えている

ところでございます。

それでは、３、各事業における進捗状況及び予算額を御覧いただけますでしょうか。こ

こで説明させていただきます令和８年度の補助金額につきましては、当初予算要求額でご

ざいます。交付金を活用するものでありますので、米子市の手出しがあるものではござい

ませんが、３月議会に上程させていただきまして、お認めいただくことを前提であること

ということを承知していただけたらと存じます。

それでは、①再エネ供給事業についてでございます。こちらにつきましては、既存の再

エネ発電設備、具体的にはクリーンセンターで発電した電力を自己託送により公共施設に

供給するというものでございます。令和５年度、５年の４月から下水道内浜処理場、そし

て皆生処理場に供給を行っているところでございます。

それでは、２ページを御覧いただけますでしょうか。②上下水道局での太陽光発電ＰＰ

Ａ事業についてですけれども、こちらは上下水道局の敷地内、具体的には車尾、そして戸

上水源地に太陽光発電設備を設置するものでございます。また、水道局内で必要な電力を

発電するだけではなくて、水道事業は市民生活に密着した事業でありますことから、非常

時の対応として必要な電力を蓄電するために大規模蓄電池の設置をするものでございます。

当該事業におきましては、令和６年度に補正で予算をお認めいただきました後、基礎工事、

そして太陽光パネルの設置工事などを実施してまいりました。昨年ですけれども、ケーブ

ル類の納品などの遅れによりまして、年度内に完了できない工事が一部出てきたことから、

一部工事を本年度に繰り越しましたが、そちらの工事については令和７年１０月末に完工

しております。また、本年度につきましては、先ほどの引き続いての設置工事に加えまし

て、大規模蓄電池、制御盤の設置工事などを進めております。年度内に完工、そして来年

度からの運用開始を予定しているところでございます。事業費、補助金額につきましては、

表にお示ししているとおりでございます。

続きまして、③公共施設における太陽光発電ＰＰＡ事業についてでございます。御案内

のとおり、市内の公共施設に約８００キロワットの太陽光発電設備を設置し、発電した電

力をその施設自体に供給するというものでございます。令和５年度に、こちらは淀江どん

ぐりこども園、そして伯仙地区の農業集落排水施設において設置を完了しまして、令和６

年４月より供給を開始しております。今年度につきましては、淀江浄化センターに３２２

キロワットの太陽光発電設備の設置を進めており、こちらにつきましても年度内には完工

しまして、令和８年度から運用開始を予定しております。来年度、令和８年度分につきま

しては、米子アリーナなどへの設置に向けて調整を進めているところでございます。

続きまして、④荒廃農地等への太陽光発電ＰＰＡ事業についてでございます。こちらは

弓浜半島の荒廃農地などに約８,０００キロワットの太陽光発電設備を設置し、発電した再

エネ電力を公共施設に供給するものでございます。令和６年に低圧２か所に２００キロワ

ットの太陽光発電設備を設置し、令和７年５月から供給を開始しております。令和７年度

につきましては高圧で４か所、合わせて３,１００キロワット、低圧で９か所に合わせて９
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００キロワットの太陽光発電設備の設置を進めているところでございますけれども、一部

の実施場所が埋蔵文化財の包蔵地に該当いたしまして、試掘調査の必要が生じましたこと

から、年度内に完了が見込めない一部工事につきましては、３月補正におきまして繰越明

許費として計上させていただく予定としております。そして、令和８年度、来年度につき

ましては、高圧で２か所に約３,０００キロワット、低圧で８か所に約８００キロワットの

太陽光発電設備の設置に向けて調整中でございます。

それでは、次に、資料の３ページを御覧いただけますでしょうか。⑤の再エネ需給調整

蓄電池事業についてでございます。これは、地域の既存、そして新設の再生可能エネルギ

ーを効率的に活用しながら、地域内の電力供給の安定化を図るものとなります。市内の民

有地を候補地として検討してまいりましたけれども、変電所の空き容量不足によりまして、

検討を進めていた候補地での実施を見送ることになりました。現在、別の設置場所の選定

を進めているところでございます。それで、こちらの事業につきましては、環境省の交付

金事業の対象外でありまして、民間企業により経済産業省の補助金を活用して実施する予

定としているところでございます。

それでは、⑥データプラットフォーム事業についてでございます。こちらにつきまして

は、各公共施設の電力使用量とＣＯ２排出量を管理しまして、見える化を行うためのプラ

ットフォームを構築するものでございます。３か年計画で進めておりまして、令和４年度、

そして令和５年度におきまして２か年分は実施しております。本年度に残りのシステム構

築を行いまして、来年度、令和８年度から運用開始を予定しているところでございます。

そうしますと、最後になりますけれども、⑦公用車ＥＶ化事業についてでございます。

こちら、公用車のＥＶ化を検討してまいりましたけれども、ＥＶ車につきましては購入費

用が高く、また充電設備の設置に適した場所の確保に課題がありますことから、現時点で

の購入は見送りまして、公用車の更新の状況を踏まえて、ハイブリッド車などの導入につ

いても検討しているところでございます。

説明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。

すみません、幾つか質問させてください。まず最初に御説明いただきました

事業目標、令和１２年度までに電力使用に伴うＣＯ２排出量実質ゼロという目標の達成状

況と達成見込みについて伺います。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 今のＣＯ２の排出の達成状況ということの御質問

ですけれども、令和７年度までに規定エリア内、具体的には本庁舎と残りのほか４施設な

んですけれども、こちらを１００％という目標を立てておりますけど、こちらにつきまし

ては１００％達成する見込みでございます。それで、その規定エリア以外のエリアにつき

まして、まず、現状を申し上げますと、現状では５５.２４％ということになっております

けれども、それ以外の施設につきましては目標年度が令和１２年という形になっておりま

す。ただ、そちらにつきましても、令和１２年までの目標のところにつきましても、来年

度、令和８年度には１００％の見込みとなる予定となっております。以上でございます。



－35－

○松田委員長

これまで本事業で設置した再エネ発電設備による発電量と電気代の削減効

果について伺います。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 そうしましたら、本事業で設置しました再エネ設

備の発電量についてですけれども、こちらにつきましては令和７年、本年度の１２月まで

の実績ということになりますけれども、発電量につきましては６５万８,８２２キロワット

アワーでございます。それで、もう一つ、電気代の削減効果という御質問でしたけれども、

こちらも令和７年の１２月までの実績になりますけれども、約ですけれども、１億２５０

万円でございます。以上でございます。

○松田委員長

かなり経費削減効果が高い事業であるなということが分かりました。②の上

下水道局のＰＰＡ事業によって、この事業が上下水道会計に与える影響というのはどのよ

うに見込んでおられますでしょうか。

○松田委員長 岡田上下水道局浄水課長。

○岡田上下水道局浄水課長 上下水道局の影響についてですけど、順調に進んでおりまし

て、来年度から運用が開始する予定になります。運用が開始されますと、水道事業の消費

電力の大体半分ぐらいを、５０％から６０％ぐらいをこの太陽光発電の事業によって供給

するということになるかと思われます。ですので、ちょっと状況がまだはっきりしません

けども、そういうような効果があるというふうに予測しております。以上です。

○松田委員長

じゃあ、質問を続けます。７番の公用車ＥＶ化事業についてです。こちらに

充電設備の設置に適した場所の確保において課題とありますが、これは具体的にどういっ

たことでしょうか。

○松田委員長 角総務管財課長。

○角総務管財課長 充電設備の課題についてのお問合せでございますけれども、今、本庁

舎の地下駐車場にＥＶ車格納しておりまして、そこにまたつけるという計画だったんです

けれども、それをする、今１３台という台数があるんですけれども、それを計画的、年次

的に進めていきますと新たな電力負荷が発生するというところで、そこが一つの課題とい

うことで承知をしております。以上でございます。

○松田委員長

それに対して新たに太陽光発電の設備を別途つけるとか、そういう計画はな

いということですか。

○松田委員長 角総務管財課長。

○角総務管財課長 本庁舎におきましては、現時点では太陽光パネル等の設置の検討はご

ざいません、計画はございません。以上でございます。

○松田委員長

その辺りが非常に気になっているところなんですが、このたびの事業のとき

に、いずれ必要になるものですので、この事業の範囲でしっかりと本庁舎に給電設備を造

るということが非常に大切かなというふうに思っているんですが、例えば可能な限りつけ
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るっていうようなお考えはないですかね。

○松田委員長 角総務管財課長。

○角総務管財課長 給電設備につきまして現時点で計画はございませんけれども、今後、

国の動向等を踏まえながら、また新たな補助ですとか交付金等も可能性はありますので、

引き続きそこは研究してまいりたいと思います。以上でございます。

○松田委員長

その代替としてハイブリッド車等の導入とありますが、このハイブリッド車

というのは具体的にどの種類のもので、例えば１３台のうち全部なのか一部なのかという

ことを伺いたいです。

○松田委員長 角総務管財課長。

○角総務管財課長 ハイブリッド車につきましては、今は計画１３台というのはございま

すけれども、今、基本的にはハイブリッド車を中心として考えてまいりますけれども、今

後、状況に鑑みまして、ＥＶ車っていう選択肢も除くわけではございませんでして、引き

続きＥＶ車、そしてハイブリッド車の導入について検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○松田委員長

もしハイブリッド車の割合が多くなるということになると、事業全体の令和

１２年度までに温室効果ガス実質ゼロ目標という達成への影響というものはどのように見

込んでおられますでしょうか。

○松田委員長 足立市民生活部次長。

○足立市民生活部次長兼環境政策課長 例えば当初の計画からのＥＶ車の導入の変更に

よっての事業への影響ということですけれども、こちらにつきましては、それこそ環境省

の地方事務所を通じて環境省とも相談してやってきておりまして、当然、例えばそこで変

わってくるものについては太陽光発電設備を多くしたりして、結局のところつじつまが合

うような形で調整したいというふうに考えているところでございます。以上でございます。

○松田委員長

今、足元では少しハイブリッド車への回帰というものが見られるというのは

事実だと思うんですが、経済産業省の自動車課の資料によりますと、そうであっても、中

長期的にはＥＶシフトが進展するという考えを持っておられるようです。なので、今、先

ほど来から動向を見てというような答弁ありましたので、あまり先走ることなく、動向を

しっかり見ながら、その辺りの導入というのも慎重に検討していただくということを要望

するとともに、これまで、今、何項目か質問させていただきましたけど、報告が、この工

事をやりました、これからやります、幾らかかりますというようないわゆるアウトプット

に偏っておりますので、結局じゃあ、これだけの多額の税金を投入して、どのような効果

が今時点で出てるのかというようなことが市民は知りたいし、報告すべき案件ではないか

と思いますので、これからしっかりと効果というとこも含めた資料づくりをしていただく

ことを要望しておきます。以上です。

○松田委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。ないですか。

〔「なし」と声あり〕

○松田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。
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次に、リチウムイオン充電池類の収集について、当局の説明を求めます。

高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 では、リチウムイオン充電池類の収集について御報告させてい

ただきます。資料は、報告資料１点と参考資料１点の２点でございます。

では、報告資料に沿って御説明させていただきます。

１、概要でございますが、本市におきましてこれまで分別収集の対象としていなかった

リチウムイオン充電池類を令和８年度から分別収集の対象とし、年４回行っています乾電

池の収集と合わせて収集を行うこととするものでございます。

２、背景等でございますが、近年、全国の廃棄物処理施設や収集運搬車両におきまして、

リチウムイオン充電池類などを原因とする火災が頻繁に発生している状況から、令和７年

４月１５日付環境省通知によりまして、市町村は家庭から排出される全てのリチウムイオ

ン充電池類の回収体制を構築することが必要であると示されたところでございます。

なお、環境省通知は参考資料として添付しておりますので、また御確認いただければと

思います。

そして、本市の不燃ごみを処理しております鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプ

ラザにおきましても、令和６年度の状況といたしまして、発火や発煙が２２３件発生して

おり、そのうち少なくとも８３件はリチウムイオン充電池類が原因と考えられ、リチウム

イオン充電池類の不燃ごみへの混入を防ぐ対策が必要となっている状況でございます。

３、実施方法、（１）分別区分及び対象品目でございますが、まず、分別区分につきまし

て、令和７年度までは乾電池としておりますが、令和８年度以降は乾電池、リチウムイオ

ン充電池類という名称にしております。対象品目にもリチウムイオン電池、ニカド電池、

ニッケル水素電池を加えております。

（２）収集についてでございますが、乾電池と合わせまして年４回、これは３、６、９、

１２月の第１土曜日に収集しております、ごみ集積場所に排出されたものを収集いたしま

す。そして、安全のため、必ず全てのプラス極とマイナス極にセロハンテープなどのテー

プ類を貼り、絶縁し、透明か半透明の袋に入れて排出していただきます。なお、全ての電

池を１つの袋で出していただくことができます。また、電気製品販売店等のリサイクル協

力店での回収はこれまでと同様に行われます。

（３）開始日でございますが、令和８年度の最初の収集日の令和８年６月６日土曜日で

ございます。

４、必要経費でございますが、こちらは令和８年度予算として計上する予定でありまし

て、予算が認められればということにはなりますが、４４１万３,０００円を見込んでおり

ます。中身といたしましては、リチウムイオン充電池類を収集することによります収集運

搬委託料の増加分が１６０万７,０００円、電池収集後の梱包や高温加熱処理によります資

源等の分別、資源化など中間処理に係る費用が２０３万９,０００円、保管用ドラム缶など

の消耗品などで７６万７,０００円でございます。

５、今後のスケジュール案でございますが、今月下旬から令和８年度版のごみ分別収集

カレンダーの配布を開始いたします。３月から５月の間に、説明、広報としまして、自治

連合会常任委員会、これを３月に、その後、各地区自治会長会、全２９地区で、そしてリ

サイクル推進研修会での説明を行います。また、市報４月号への掲載を予定しているとこ



－38－

ろでございます。そして、６月に収集を開始いたします。

６、その他でございますが、今回収集の対象としておりますのは取り外せる電池のみと

なっております。取り外せない家電製品につきましては、当面、現在行っております小型

家電リサイクルとしての拠点での回収、これは市役所や公民館に設置しております回収ボ

ックスやクリーンセンターへの持込みによる回収でございます。これを続けることといた

しますが、今後の回収体制につきましては、他市の状況なども踏まえまして、本市の実情

に応じて検討を行っていくこととしております。

説明は以上でございます。

○松田委員長 当局の説明終わりました。

委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

ないようですので、本件については終了いたします。

以上で民生教育委員会を閉会いたします。

午後２時４３分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 松 田 真 哉


